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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月2日(2016.11.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭蓋クランプにおいて、
　第１のアームと、
　第２のアームと、
　前記第１および第２のアームの互いに対する相対的な位置を変化させる開閉器具と、を
具え、
　前記開閉器具がアクチュエータを具え、前記アクチュエータの少なくとも一部が、前記
頭蓋クランプの前記第１および第２のアームのいずれかの直立部分に沿って配置されてい
ることを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項２】
　請求項１に記載の頭蓋クランプにおいて、さらにロック器具を具え、前記ロック器具の
少なくとも一部が、前記頭蓋クランプの横向きの部分に沿って配置されており、前記アク
チュエータの動作が前記ロック器具を動かし、前記ロック器具の動作が、前記頭蓋クラン
プを選択的にロックすることを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項３】
　請求項１に記載の頭蓋クランプにおいて、さらに取付機構を具え、前記取付機構が、第
１の孔を有する第１の星形部と、第２の孔を有する第２の星形部とを具え、前記第１およ
び第２の星形部は反対向きに配置され、前記第１の孔と第２の孔は互いにずらされている
ことを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項４】
　請求項１に記載の頭蓋クランプにおいて、前記アクチュエータが、閉位置と開位置の間
で回転可能な回動式トリガを具えることを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項５】
　請求項４に記載の頭蓋クランプにおいて、前記回動式トリガが前記閉位置にあるときに
、前記回動式トリガは、ほぼ前記頭蓋クランプの直立部分の中に配置されることを特徴と
する頭蓋クランプ。
【請求項６】
　請求項４に記載の頭蓋クランプにおいて、前記回動式トリガが前記開位置にあるときに
、前記回動式トリガはほぼ水平の向きとなることを特徴とする頭蓋クランプ。
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【請求項７】
　請求項４に記載の頭蓋クランプにおいて、前記回動式トリガが前記開位置にあるときに
、前記回動式トリガは操作のためにアクセス可能となることを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項８】
　請求項１に記載の頭蓋クランプにおいて、前記アクチュエータがさらに、前記頭蓋クラ
ンプの直立部分の中に配置された細長い部材を具えることを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項９】
　請求項８に記載の頭蓋クランプにおいて、前記回動式トリガの垂直方向の移動が、前記
細長い部材の垂直方向の移動をもたらすことを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項１０】
　請求項２に記載の頭蓋クランプにおいて、前記ロック器具がレバーを具え、当該レバー
が、ロック位置とロック解除位置との間で回転可能であることを特徴とする頭蓋クランプ
。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の頭蓋クランプにおいて、前記回動式トリガの垂直方向の移動により
、前記レバーが、前記ロック位置とロック解除位置との間で回転することを特徴とする頭
蓋クランプ。
【請求項１２】
　請求項２に記載の頭蓋クランプにおいて、前記ロック器具が、さらに第１の複数の歯を
具えることを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の頭蓋クランプにおいて、前記頭蓋クランプの横向きの部分が、前記
ロック器具の第１の複数の歯とかみ合うように構成された第２の複数の歯を具えることを
特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の頭蓋クランプにおいて、前記ロック器具の第１の複数の歯と、前記
横向きの部分の第２の複数の歯とが、前記頭蓋クランプが第１の方向に移動するのを防止
し、前記頭蓋クランプが第２の方向に移動することを可能にするように構成されているこ
とを特徴とする頭蓋クランプ。
【請求項１５】
　頭蓋クランプに使用するための開閉器具であって、当該開閉器具が、
（ａ）前記頭蓋クランプの第１のアームのピンホルダアセンブリの近くに配置されたトリ
ガ部分を具えるアクチュエータと、
（ｂ）前記アクチュエータと連結されたロック器具であって、当該ロック器具が前記頭蓋
クランプの第１のアームの中に配置され、前記ロック器具が前記頭蓋クランプの第２のア
ームと係合することで、前記頭蓋クランプの第１および第２のアームの互いに対する位置
の選択的な調整が可能となる、ロック器具と、
を具えることを特徴とする開閉器具。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の開閉器具において、当該開閉器具が、ほぼ前記頭蓋クランプの第１
のアームの中に配置されていることを特徴とする開閉器具。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の開閉器具において、前記アクチュエータが、アクセス可能な位置と
アクセスできない位置との間で移動可能であることを特徴とする開閉器具。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の開閉器具において、前記ロック器具の前記第２のアームとの係合が
、前記頭蓋クランプの閉位置への移動を可能にしつつ、前記頭蓋クランプの開位置への移
動を防止することを特徴とする開閉器具。
【請求項１９】
　頭蓋クランプの第１のアームと第２のアームとの間の距離を変える方法であって、前記
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頭蓋クランプが、アクチュエータとロック器具とを有する開閉器具を具え、前記方法が、
（ａ）前記アクチュエータを、前記頭蓋クランプの直立部分に沿ったアクセスできない位
置から、前記頭蓋クランプの直立部分に沿ったアクセス可能な位置に動かすステップと、
（ｂ）前記アクチュエータを第１の方向に動かすことにより、前記ロック器具を、ロック
位置からロック解除位置に動かすステップと、
（ｃ）前記第１のアームおよび前記第２のアームを、互いに対して所望の位置に移動させ
るステップと、
（ｄ）前記アクチュエータを解放するステップであって、前記アクチュエータの解放によ
り、前記アクチュエータが第２の方向に動き、これにより前記ロック器具が、ロック解除
位置からロック位置に戻るように動くステップと、
を具えることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　頭蓋クランプにおいて、当該頭蓋クランプと他の構造との連結用の取付機構を具え、当
該取付機構が：
（ａ）第１の孔を有する第１の星形部と、
（ｂ）第２の孔を有する第２の星形部とを具え、
（ｃ）前記第１および第２の星形部が反対向きに配置され、
（ｄ）前記第１の孔と前記第２の孔が、互いに対してずらされている、
ことを特徴とする頭蓋クランプ。
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